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農林水産省

ＢＳＥ国内対策

（飼料規制・死亡牛検査・牛トレーサビリティ関係）

リスクコミュニケーション
情報や意見の交換

農林水産物等に関する

リスク管理

農林水産省

厚生労働省

評価結果の通知、勧告

評価の要請

評価結果の通知、勧告

食品安全委員会

食品事業者、消費者等

食品衛生に関する

リスク管理

リスク評価

評価の要請

食品安全行政の体制食品安全行政の体制（平成（平成1515年年77月～）月～）
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※１ 2007年11月12日現在。
※２ うち１頭はアメリカで確認されたもの。
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【目的】

BSEの発生予防・まん延防止

牛海綿状脳症対策特別措置法
(平成14年6月14日制定)

•安全な牛肉の安定的供給
•国民の健康保護
•酪農、牛肉生産、加工及び流通事業の
健全な発展

４

【内容】

• 牛の肉骨粉等の飼料原料の給与規制等（５条）

• 死亡牛の届出及びＢＳＥ検査等（６条）

• と畜場におけるＢＳＥ検査等（７条）

• 牛に関する情報の記録等（８条）

牛海綿状脳症対策特別措置法
(平成14年6月14日制定)
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大臣確認制度による、チキンミール（H13.11）、魚粉
（H16.1）、豚肉骨粉（H17.4）の鶏・豚用飼料等への使
用再開（飼料安全法）

H13.11
～

配合飼料工場における反すう動物用飼料及びそれ以
外の飼料の製造工程の分離を完全施行(飼料安全法)

H17. 4

輸入飼料の原材料の届出、小売業者の届出の義務
化(飼料安全法)

Ｈ17. 8

飼料としての肉骨粉等について、すべての国からの輸
入、国内における製造・出荷の一時全面停止(飼料安
全法)

H13.10

反すう動物由来の肉骨粉等の反すう動物への飼料給
与禁止（通知発出）

Ｈ ８. 4
措 置 の 内 容年 月

飼料規制の経緯

６

反すう動物専用 ４３

製造ライン分離 ３５

反すう動物以外専用 ５９

注：数字は平成17年4月時点

家畜用飼料工場の専用化状況

家畜用
飼料工場
１３７

分離 １３７

非分離 ０
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牛用飼料と豚・鶏用飼料のライン分離（例）（飼料工場）
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我が国の飼料規制
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飼料規制の実効性確保の取り組み

輸入飼料の規制の徹底

飼料の販売業者における規制の徹底

農家における規制の徹底

飼料工場における規制の徹底

指導・監視

国・都道府県

立ち入り検査
サンプル分析等

１０

• ２４か月齢以上の死亡牛の届出を義務化
•死亡牛のＢＳＥ検査開始

H15. 4

•全ての都道府県において死亡牛検査体制が
完全に整う

Ｈ16. 4

•サーベイランスの拡大(約4,500頭/年)
• と畜牛の全頭検査開始(約130万頭/年)

H13. 9

• ＢＳＥ発生報告の義務化
•サーベイランス(家畜保健衛生所に搬入された
病畜を対象としたＢＳＥ検査)の開始

Ｈ ８. 4

措 置 の 内 容年 月

ＢＳＥサーベイランスの経緯

１１
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農場でのサーベイランス

２４か月齢以上の死亡牛等

農場におけるＢＳＥ検査の対象

１２

５94,749１８

１９
(４~７月)

１７

１６

１５

年度

１

うち陽性(頭)
48,416

検査頭数(頭)

１28,112

３95,244
２98,656

死亡牛検査の実績

１３



8

【目的】

• BSEのまん延防止措置の的確な実施

• 国産牛肉に対する信頼確保

牛トレーサビリティ制度

ＢＳＥの患畜発生時、迅速かつ的確に関連牛
を特定し、所在を把握

国産牛肉の個体識別情報の提供などにより、
牛肉の生産過程の透明性を確保

１４

出生
輸入

異動 とさつ 枝肉

管理者
（輸入者）

と畜者

耳標装着（取り外し禁止）

((独独))家畜改良センターに報告家畜改良センターに報告

出生・輸入
異動（転入・転出・死亡）

の届出

とさつ
の届出

生産段階 （１５年１２月～）

１５
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枝肉 部分肉 精肉など

と畜者 販売業者など

個体識別番号の表示

取引の記録・保存

とさつ

サンプル採取（DNA鑑定）

流通段階 （１６年１２月～）

１６

牛個体の情報

管理者の情報

出生年月日、種別など

すべての管理者の氏名、飼
養施設の所在地など

⇒管理者の氏名など個人
情報を除き公表

（同意がある場合は公表）

個体識別台帳個体識別台帳

とさつの情報 とさつの年月日、と畜場

個体識別番号

牛の個体識別情報のデータベース

１７
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http://www.nlbc.go.jp/

携帯電話用：http://www.id.nlbc.go.jp/mobile/

インターネットでの検索の方法

１８

ホームページ表示例

１９
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パックラベル表示例

２０

店舗での表示例

２１


